
多治見市における
令和５年度事故等発生状況の

報告について

市役所 高齢福祉課 介護運営グループ
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●本日のテーマ●
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２.事故等の発生件数、状況

３.報告の対象となる施設・事業所

４.報告の範囲

５.報告方法

６.最後に
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１.事故報告の目的

事故等の発生要因や事故対応及び再発防

止策を検証し、入所者等に対するサービスの

質の向上及び介護保険施設等の運営の適正

化を図ること。



介護事故とは？

施設等の過失だけでなく、利用者本人の

不注意や利用者間で起こったこと。

１.事故報告の目的
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２.事故等の発生件数、状況

全体で220件

転倒, 131, 60%転落・横転, 
29, 13%

誤薬・誤飲・誤嚥, 11, 5%

骨折, 3, 1%

死亡, 2, 1%
不明, 

25, 11%

その他, 19, 9%

事故種別
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２.事故等の発生件数、状況
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２.事故等の発生件数、状況
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２.事故等の発生件数、状況
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２.事故等の発生件数、状況
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３.報告の対象となる施設・事業所
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・老人福祉施設
（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、
軽費老人ホーム、有料老人ホームなど）

・介護保険施設
（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、
介護医療院）

・介護サービス事業所
（訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、通所介護、
通所リハビリテーションなど）



４.報告の範囲

（１）サービス提供中の利用者の事故等
※医療機関を受診した又は入院に限る

（２）虐待案件（疑いがあるものを含む）

（３）法人役員・職員の法令違反・不祥事等

（４）食中毒及び感染症等の発生
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事故等が発生した後、高齢福祉課へ
メールまたはＦＡＸで報告

※可能な限りメールで

・メールアドレス

koureifukusi@city.tajimi.lg.jp

・ＦＡＸ番号

0572-25-6434
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５.報告方法

mailto:koureifukusi@city.tajimi.lg.jp
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（１）電話で市町村へ到着したかどうか確認
（２）ＦＡＸの場合、誤送信がないか、細心の注意を！
（３）報告先は、市と指定権者が県である場合は、県にも報告
（４）状況に応じて、下記の対応を優先に実施後、市へ報告
①けが人の手当て。
事故・事件発生時の情報を収集するとともに、必要に応じ
て現場を保存。施設長（管理者）に状況を報告
②消防署に通報し、救急車の出動を要請
③警察に通報
④入所者等の家族へ報告を行い、事故の経緯及び発生時
の状況等の説明
⑤施設長（管理者）は早急にお見舞いと謝罪

必要に応じて、介護保険施設等に内容確認や調査及び指導を行うとともに入所
者等に対して事実確認等を行うものとする（介護保険法第23条・第24条）

５.報告方法
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報告期限及び報告事項
報告対象 報告期限 報告事項

(１)サービス提供中に発生し
た入所者等の事故等
①死亡 ②重症（入院期間が1か
月を超えると見込まれるもの等）

①発生（発見）から24時間以内に第一報を
報告

②さらに、発生（発見）から１週間以内に第
二報を報告

多治見市事故報告書また
は岐阜県様式１－１

多治見市事故報告書また
は岐阜県様式１－２

③上記以外 発生（発見）から１週間以内に報告 多治見市事故報告書また
は岐阜県様式１－３

(２)虐待（疑いがあるものも含
む）

①発生（発見）から24時間以内に第一報を
報告

②さらに、発生（発見）から１週間以内に第
二報を報告

多治見市事故報告書また
は岐阜県様式１－１

多治見市事故報告書また
は岐阜県様式１－２

(３)法人役員・職員の法令違
反・不祥事等

①発生（判明）から24時間以内に第一報を
報告

任意様式

(４)食中毒及び感染症等の発
生

以下に達した場合、直ちに報告

①同一の感染症若しくは食中毒又はそれ
らによると疑われる死亡者又は重篤患者
が１週間に2名以上発生した場合

②同一の感染症若しくは食中毒の患者又
はそれらが疑われる者が10名以上又は全
利用者の半数以上発生した場合

③①及び②に該当しない場合であっても、
通常の発生動向を上回る感染症等の発生
が疑われ、特に施設長が報告を必要と認
めた場合

「社会福祉施設内における
食中毒・感染症等初動マ
ニュアル」以下の様式によ
る

様式１ 様式２ 様式３（経
過記録表）

５.報告方法
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〇多治見市の様式
多治見市ＨＰトップページ

市政情報＞電子サービス＞申請書ダウンロード＞介護保険関連＞
その他 事故等発生報告書等
https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/hoken/kaigo/shinsei.html

５.報告方法

https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/hoken/kaigo/shinsei.html
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〇県の様式

・岐阜県ＨＰトップページ

分類でさがす＞子ども・女性・医療・福祉＞高齢者＞

介護保険＞介護保険指定事業者の皆様へ＞

介護保険施設等における事故発生防止対策等について

事故発生報告書

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/16954.html

５.報告方法



５.報告方法

・
・
・

18



防がなければならない事故

対策をすれば、防ぐことができる事故

次のような事故がないように・・・

〇以前にも同様の事故があって、危険を予知し
ていたが対策を立てていなかった

〇危険を回避をするための対策が立てられて
いたが、それが実行されていなかった
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６.最後に



事故防止のために

〇ヒヤリハットを気軽に伝える場や話し合う場

〇事故の検証、対応策の話し合い

〇職員間での迅速な情報共有

〇手順や対応方法、マニュアルの見直し

〇ケアプランへの反映

〇事故防止のための研修会の開催

〇職員の健康管理 など
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６.最後に
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